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トマス・アクィナス『神学大全（第 18 冊）』（稲垣良典訳）創文社、1985 年 
 
第 64 問第 2 項 罪人を殺すことは許されるか 
「第二については次のように進められる。－罪人 homines peccatores を殺すことは許されない、とも

考えられる。＜中略＞ 
 他面、その反対の論にいう。＜中略＞ 
 以上に答えて、私はこういうべきだとする。 
 前述のごとく（第一項）不完全なものが完全なものへと秩序づけられているような仕方で、非理性的

な動物が自然本性的に naturaliter 人間の使用に供せられるよう秩序づけられているかぎりにおいて、

かれらを殺すことは許される。しかるに、すべて部分は全体にたいして、不完全なものが完全なものに

たいするように秩序づけられている。したがって、すべて部分は自然本性的に naturaliter 全体のため

にある。そしてこのことのゆえに、もし身体全体の福祉のために肢体のいずれかを切断することが適当

である場合には－たとえばそれが壊疽になって、他の肢体にも害を及ぼすような場合－それを切り捨て

ることは賞賛すべく、かつ有益なことである。しかるに、個々の人格はすべて全共同体にたいして、部

分が全体にたいするように秩序づけられている。したがって、もし或る人間が何らかの罪のゆえに、共

同体にとって危険であり、それを破壊するおそれがある場合には、共通善 bonum commune が保全され

るよう、彼が殺されることは賞賛すべく laudabiliter、かつ有益なこと salubriter である。」（pp.160-162） 
 
 
 
 
 
 
ニーチェ『善悪の彼岸／道徳の系譜』（ニーチェ全集 11）ちくま学芸文庫、1993 年より 
『道徳の系譜』 
第二論文 ＜負い目＞、＜良心の疚しさ＞、およびその類いのことども pp.430-437 
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